
太田市国際交流協会
おおたしこくさいこうりゅうきょうかい

太田市役所 〒373-8718 群馬県太田市浜町 2-35 TEL:0276-47-1111(代表) FAX:0276-47-1888
お お た し やくしょ ぐ ん ま け んおおたしはまちょう だいひょう

開庁時間: 午前8時30分 ~ 午後5時15分
かいちょうじ か ん ご ぜ ん じ ぷん ご ご じ ふん

国民年金からのお知らせ
こくみんねんきん し

１ 【国民年金について】
こくみんねんきん

（１）公的年金制度は、国が運営、実施する制度です。（仕事をしている）現役世代が保険料を払うことに
こうてきねんきんせいど くに うんえい じっし せいど しごと げんえきせだい ほけんりょう はら

よって（仕事をもうしていない）高齢者を社会全体で支える仕組みになっています。
しごと こうれいしゃ しゃかいぜんたい ささ し く

（２）国民年金は、日本に住む２０歳から５９歳までの人は、外国人も、すべての人が入らなければなりま
こくみんねんきん にほん す さい さい ひと がいこくじん ひと はい

せん。（厚生年金などに入っている人以外）
こうせいねんきん はい ひといがい

（３） 国民年金に入って保険料を払うことで、６５歳から老齢年金がもらえます。
こくみんねんきん はい ほけんりょう はら さい ろうれいねんきん

また、事故や病気で障がいが残ったときは障害年金、本人が亡くなったときは遺族が遺族年金を
じ こ びょうき しょう のこ しょうがいねんきん ほんにん な いぞく いぞくねんきん

もらえることがあります。

２ 【国民年金に入る手続】
こくみんねんきん はい てつづき

（１）日本に入国し住民登録をした後、医療年金課で加入手続きをしてください。在留カードやパスポ
にほん にゅうこく じゅうみんとうろく あと いりょうねんきんか かにゅうて つ づ ざいりゅう

ートが必要です。厚生年金に入る人は手続きはいりません。
ひつよう こうせいねんきん はい ひと て つ づ

（２）自分や夫（妻）が仕事を辞めたとき、離婚したとき、夫（妻）に扶養されなくなったときは、国民年金
じぶん おっと つま しごと や りこん おっと つま ふよう こくみんねんきん

に入る手続きが必要です。基礎年金番号通知書（年金手帳）や社会保険離脱証明書（会社でもらう）、
はい てつづ ひつよう き そ ねんきんばんごうつうちしょ ねんきんてちょう しゃかいほけんりだつしょうめいしょ かいしゃ

マイナンバー（通知）カードを持ってきてください。
ま い な ん ば ー つうち か ー ど も

３ 【保険料の払い方と免除申請】
ほけんりょう はら かた めんじょしんせい

（１）保険料の払い方
ほけんりょう はら かた

保険料は、日本年金機構から送られてくる納付書で、金融機関やコンビニエンスストアで納めてく
ほけんりょう にほんねんきんきこう おく のうふしょ きんゆうきかん こ ん び に え ん す す と あ おさ

ださい。口座振替やクレジットカードで納めたいときは手続きが必要です。
こうざふりかえ おさ てつづ ひつよう

（２）免除申請について
めんじょしんせい

経済的な理由などで保険料を払うことができないときは、申請し承認されると保険料が免除され
けいざいてき りゆう ほけんりょう はら しんせい しょうにん ほけんりょう めんじょ

る制度がありますので相談してください。
せいど そうだん
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（３）産前産後期間の免除
さんぜんさんごきかん めんじょ

出産した月の前月または出産予定日の前月から4か月間、保険料の納付が免除されます。申請が
しゅっさん つき ぜんげつ しゅっさんよ て い び ぜんげつ げつかん ほけんりょう のうふ めんじょ しんせい

必要です。母子手帳を持ってきてください。
ひつよう ぼ し てちょう も

４ 【注意事項】
ちゅういじこう

（１）社会保障協定について
しゃかいほしょうきょうてい

年金制度の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるよ
ねんきんせいど にじゅうかにゅう ぼうし がいこく ねんきんせいど かにゅうきかん と い ねんきん う

うに協定を結んでいる国があります。
きょうてい むす くに

（２）脱退一時金制度について
だったいいちじきんせいど

国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格をなくし、日本を出国した場合、出国後２年以内に
こくみんねんきん また こうせいねんきんほけん ひ ほけんしゃしかく にほん しゅっこく ばあい しゅっこく ご ねんいない

脱退一時金を請求することができます。
だったいいちじきん せいきゅう

※国民年金保険料または、厚生年金保険料を６か月以上払わなければなりません。
こくみんねんきんほけんりょう こうせいねんきんほけんりょう げついじょうはら

詳しくは、下の問合せ先に連絡してください。
くわ した といあわ さき れんらく

【問合せ先】
といあわ さき

日本年金機構 太田年金事務所
にほんねんきんきこう おおたねんきんじ む し ょ

太田市小舞木町２６２ TEL ０２７６－４９－３７１６（代表）
お お た しこまいぎちょう だいひょう

「ねんきんダイヤル」 TEL ０５７０－０５－１１６５

※ なお、海外からのお問い合わせは、TEL ＋８１－３－６７００－１１６５ へお願いします。
かいがい と あ ねが


